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�愛媛県告示第５６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市神拝土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 麻 市 西条市明屋敷４１０－３

〃 高 橋 文 一 西条市古川甲２１１

〃 山 路 伊勢男 西条市神拝甲４２０

〃 松 本 正 一 西条市喜多川６８８

〃 白 石 磯 � 西条市古川甲１４８－３２

〃 上 路 利 春 西条市樋之口１１５

〃 村 上 勝 則 西条市喜多川４６６

〃 田 坂 徹 西条市喜多川４７６

〃 田 坂 太 西条市喜多川７０３－１

〃 田 坂 広 志 西条市喜多川５２７

〃 田 坂 邦 夫 西条市樋之口１１９－１

〃 井 上 省 三 西条市樋之口２１７－１０

〃 山 地 一 美 西条市古川甲２１４

〃 矢 野 勇 西条市神拝甲２２５

〃 石 川 修 司 西条市神拝甲１１９

〃 安 永 和 秀 西条市喜多川１７８

〃 塩 見 久米馬 西条市明屋敷６３６

監 事 石 川 忠 雄 西条市喜多川１４４

〃 星 加 康 博 西条市喜多川３５４－７

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 坂 保 美 西条市喜多川５２１

〃 田 坂 一 夫 西条市喜多川７２０－３

〃 田 坂 孝 志 西条市樋之口１４７－５

�愛媛県告示第５６１号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２１年４月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

新居浜市 新居浜市一宮町一丁目５番１号
受託者の本庁舎、川東支所及び上部支所
における自動車税（平成２１年度定時課税
分に限る。）の収納の事務

平成２１年４月１日から

同年６月３０日まで（納税

の受付は、同年５月１１日

から同年６月１０日まで）

毎週（火・金）曜日発行 第２０５８号 平成２１年４月２１日

平成２１年４月２１日火曜日 第２０５８号

愛 媛 県 報

４２４
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〃 上 路 利 春 西条市樋之口１１５

〃 高 橋 文 一 西条市古川甲２１１

〃 白 石 磯 � 西条市古川甲１４８－３２

〃 横 井 桂 西条市神拝甲３０２－１

〃 山 路 伊勢男 西条市神拝甲４２０

〃 星 加 康 博 西条市喜多川３５４－７

〃 松 本 麻 市 西条市明屋敷４１０－３

〃 高 橋 晴 雄 西条市神拝乙５－５

〃 松 本 正 一 西条市喜多川６８８

〃 田 坂 護 西条市喜多川４２８

〃 田 坂 徹 西条市喜多川４７６

〃 井 上 隆 西条市樋之口３２７－２

〃 安 永 治 美 西条市喜多川９６

〃 藤 田 豊 秋 西条市喜多川１５５－１

監 事 青 木 徹 西条市古川２５－３

〃 岡 村 秋 孝 西条市喜多川８５
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�愛媛県告示第５６３号
西条市大町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・明神木地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成２１年４月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・明神木地区）

計画書の写し

� 西条市大町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月２２日から２１年５月２５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�������
�愛媛県告示第５６４号
西条市氷見土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用道路整備事業・氷見地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成２１年４月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用道路整備事業・氷見地区）計画書

の写し

� 西条市氷見土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月２２日から２１年５月２５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所
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�愛媛県告示第５６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市上村土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・源平谷地区）の施行

を平成２１年４月８日認可した。

平成２１年４月２１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三
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�愛媛県告示第５６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市吉久土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・板戸地区）の施行を

平成２１年４月８日認可した。

平成２１年４月２１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三
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�愛媛県告示第５６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市見奈良土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・柚寿之木地区）の施

行を平成２１年４月８日認可した。

平成２１年４月２１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三
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�愛媛県告示第５６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市松瀬川土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・原地区）の施行を平

成２１年４月８日認可した。

平成２１年４月２１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第５６９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年４月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第１１３３５号 平成１８年
１１月１６日 ㈱匠建 大谷 卓身 松山市樽味４－７－２２ 平成２１年

３月１６日 建築工事業、大工工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年４月２１日 第２０５８号

４２５
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�愛媛県告示第５７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、八幡浜市土地改良区の布喜川調整池（管理事務所、電気施設、

通信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の

管理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規

程の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高９５．０メートル、低水位は標高８６．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高９５．０メートルから標高

８６．３メートルまでの容量のうち、１５０，０００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、八幡浜市、八幡浜警察

署及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必

要な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量及び伊方調整池への最大注水量は、１月１日から３月３１日

までにあっては毎秒１．７立方メートル、４月１日から６月３０

日までにあっては毎秒２．４９１立方メートル、７月１日から９

月３０日までにあっては毎秒２．９３２立方メートル、１０月１日か

ら１２月３１日までにあっては毎秒１．５６５立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 流田川及びビャクビ川の自流分を放流するため必要があ

るとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から八幡浜地方を対象として暴風雨、大

雨警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、八幡浜市、その他の関係機関との連絡な

らびに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に

行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県八幡浜市において震度階

級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の

有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を取

らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

（般－１８）第１２５２８号 平成１９年
２月３日 ㈲システムガーデン 渡部 修三 松山市溝辺町２８６－１ 平成２１年

３月１７日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（特－１６）第９２８３号 平成１７年
３月１１日 ㈱栗田工務店 栗田 孝和 松山市中央１－２２－２３ 平成２１年

３月１９日 建築工事業、大工工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１４８８７号 平成１８年
１２月２５日 ㈲ジー・シー・オー 大西 良樹 東温市山之内甲３８９－１ 平成２１年

３月１９日
しゆんせつ工事業、水道施
設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般・特－１６）第７４３５
号

平成１６年
５月２８日 大竹建設㈱ 大竹 健次 松山市新浜町１２－１ 平成２１年

３月２７日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２１年４月２１日 第２０５８号

４２６



イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項

�������
�愛媛県告示第５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、保内町土地改良区の布喜川調整池（管理事務所、電気施設、

通信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の

管理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規

程の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高９５．０メートル、低水位は標高８６．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高９５．０メートルから標高

８６．３メートルまでの容量のうち、１５０，０００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、八幡浜市、八幡浜警察

署及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必

要な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量及び伊方調整池への最大注水量は、１月１日から３月３１日

までにあっては毎秒１．７立方メートル、４月１日から６月３０

日までにあっては毎秒２．４９１立方メートル、７月１日から９

月３０日までにあっては毎秒２．９３２立方メートル、１０月１日か

ら１２月３１日までにあっては毎秒１．５６５立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 流田川及びビャクビ川の自流分を放流するため必要があ

るとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から八幡浜地方を対象として暴風雨、大

雨警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、八幡浜市、その他の関係機関との連絡な

らびに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に

行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県八幡浜市において震度階

級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の

有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を取

らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、伊方町土地改良区の布喜川調整池（管理事務所、電気施設、

通信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の

管理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規

程の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高９５．０メートル、低水位は標高８６．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高９５．０メートルから標高

８６．３メートルまでの容量のうち、１５０，０００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、八幡浜市、八幡浜警察

署及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必

要な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量及び伊方調整池への最大注水量は、１月１日から３月３１日

までにあっては毎秒１．７立方メートル、４月１日から６月３０

日までにあっては毎秒２．４９１立方メートル、７月１日から９

月３０日までにあっては毎秒２．９３２立方メートル、１０月１日か

ら１２月３１日までにあっては毎秒１．５６５立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 流田川及びビャクビ川の自流分を放流するため必要があ

るとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から八幡浜地方を対象として暴風雨、大

雨警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、八幡浜市、その他の関係機関との連絡な

らびに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に

行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県八幡浜市において震度階

級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の

有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を取

らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、伊方町土地改良区の伊方調整池（管理事務所、電気施設、通

信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の管

理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規程

の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項
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� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高４４．０メートル、低水位は標高３４．０メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高４４．０メートルから標高

３４．０メートルまでの容量のうち、８９，０００立方メートルを利用

して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、伊方町、八幡浜警察署

及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必要

な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量は、１月１日から３月３１日までにあっては毎秒０．８３１立方

メートル、４月１日から６月３０日までにあっては毎秒０．８３６

立方メートル、７月１日から９月３０日までにあっては毎秒０

．８３９立方メートル、１０月１日から１２月３１日までにあっては毎

秒０．８３８立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 伊方新川の自流分を放流するため必要があるとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から伊方地方を対象として暴風雨、大雨

警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、伊方町、その他の関係機関との連絡なら

びに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に行

うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県西宇和郡伊方町において

震度階級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の

異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措

置を取らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、瀬戸町土地改良区の布喜川調整池（管理事務所、電気施設、

通信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の

管理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規

程の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高９５．０メートル、低水位は標高８６．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高９５．０メートルから標高

８６．３メートルまでの容量のうち、１５０，０００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。
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� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、八幡浜市、八幡浜警察

署及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必

要な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量及び伊方調整池への最大注水量は、１月１日から３月３１日

までにあっては毎秒１．７立方メートル、４月１日から６月３０

日までにあっては毎秒２．４９１立方メートル、７月１日から９

月３０日までにあっては毎秒２．９３２立方メートル、１０月１日か

ら１２月３１日までにあっては毎秒１．５６５立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 流田川及びビャクビ川の自流分を放流するため必要があ

るとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から八幡浜地方を対象として暴風雨、大

雨警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、八幡浜市、その他の関係機関との連絡な

らびに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に

行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県八幡浜市において震度階

級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の

有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を取

らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、瀬戸町土地改良区の伊方調整池（管理事務所、電気施設、通

信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の管

理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規程

の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高４４．０メートル、低水位は標高３４．０メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高４４．０メートルから標高

３４．０メートルまでの容量のうち、８９，０００立方メートルを利用

して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、伊方町、八幡浜警察署

及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必要

な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水
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量は、１月１日から３月３１日までにあっては毎秒０．８３１立方

メートル、４月１日から６月３０日までにあっては毎秒０．８３６

立方メートル、７月１日から９月３０日までにあっては毎秒０

．８３９立方メートル、１０月１日から１２月３１日までにあっては毎

秒０．８３８立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 伊方新川の自流分を放流するため必要があるとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から伊方地方を対象として暴風雨、大雨

警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、伊方町、その他の関係機関との連絡なら

びに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に行

うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県西宇和郡伊方町において

震度階級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の

異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措

置を取らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、三崎町土地改良区の布喜川調整池（管理事務所、電気施設、

通信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の

管理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規

程の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高９５．０メートル、低水位は標高８６．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高９５．０メートルから標高

８６．３メートルまでの容量のうち、１５０，０００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、八幡浜市、八幡浜警察

署及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必

要な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量及び伊方調整池への最大注水量は、１月１日から３月３１日

までにあっては毎秒１．７立方メートル、４月１日から６月３０

日までにあっては毎秒２．４９１立方メートル、７月１日から９

月３０日までにあっては毎秒２．９３２立方メートル、１０月１日か

ら１２月３１日までにあっては毎秒１．５６５立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため
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に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 流田川及びビャクビ川の自流分を放流するため必要があ

るとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から八幡浜地方を対象として暴風雨、大

雨警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、八幡浜市、その他の関係機関との連絡な

らびに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に

行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県八幡浜市において震度階

級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の

有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を取

らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項
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�愛媛県告示第５７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、三崎町土地改良区の伊方調整池（管理事務所、電気施設、通

信施設、その他の附帯施設を含む。以下「調整池」という。）の管

理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規程

の概要を次のとおり公告する。

平成２１年４月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア 調整池の満水位は標高４４．０メートル、低水位は標高３４．０メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高４４．０メートルから標高

３４．０メートルまでの容量のうち、８９，０００立方メートルを利用

して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア 調整池に貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に

限り放流（取水のための放流を除く。）するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、調整池から放流することによって下流の水位に

著しい変動を生ずると認めるときは、伊方町、八幡浜警察署

及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必要

な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水及び水道用水のための調整池からの最大取水

量は、１月１日から３月３１日までにあっては毎秒０．８３１立方

メートル、４月１日から６月３０日までにあっては毎秒０．８３６

立方メートル、７月１日から９月３０日までにあっては毎秒０

．８３９立方メートル、１０月１日から１２月３１日までにあっては毎

秒０．８３８立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 調整池の操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備

を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転

を行なわなければならない。

イ 取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、こ

れを操作するものとする。

� かんがい用水及び水道用水を取水する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、必要があると認められ

たとき。
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監 査 公 表

ウ 放流管ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の

一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 伊方新川の自流分を放流するため必要があるとき。

� 堤体等を点検しまたは補修するため、貯水位を低下させ

る必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から伊方地方を対象として暴風雨、大雨

警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、伊方町、その他の関係機関との連絡なら

びに気象、水象に関する観測および情報の収集を密接に行

うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間および流入量の時

期的変化を予測すること。

� ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の

点検、整備、予備電源設備の試運転その他調整池の操作に

関し必要な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県西宇和郡伊方町において

震度階級４以上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の

異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措

置を取らなければならない。

エ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要

な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し、

その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定

期的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、注水量

イ 管理者は、調整池管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項

について記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査または観測の結果

� 調整池の状況および点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量または放流量

� その他調整池の管理に関する事項

�公表第１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年４月２１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２０年１０月１６日

経 営 支 援 課 平成２０年１０月１４日

（監査の結果）

１ 代執行費用徴収金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ５９，９７４，９９９

計 ５９，９７４，９９９

（循環型社会推進課）

２ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、施設

共同化資金貸付金償還金、繊維工業構造改善資金貸付金償還金及び設

備近代化資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保に努める

とともに、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １，０８３，８４６，０００ １，０８３，８４６，０００

１８年度 ３５３，６２６，０００ ７４０，２２０，０００ １，０９３，８４６，０００

差引増減 △３５３，６２６，０００ ３４３，６２６，０００ △１０，０００，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１８年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ８２，２１４，０００ １４８，４９９，９０４ ２３０，７１３，９０４

１８年度 １７，７５８，０００ １３３，１２５，５６３ １５０，８８３，５６３

差引増減 ６４，４５６，０００ １５，３７４，３４１ ７９，８３０，３４１

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ３２，６５８，９９８ ３２，６５８，９９８

１８年度 ０ ３３，２５８，９９８ ３３，２５８，９９８

差引増減 ０ △６００，０００ △６００，０００

（経営支援課）
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３ 中小企業振興資金特別会計における違約金（繊維工業構造改善資金

貸付金償還金及び設備近代化資金貸付金償還金に伴うもの。）につい

ては、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １８，２３０

１７年度 ２，０３４，００８

計 ２，０５２，２３８

（経営支援課）

（措置の内容）

１ 代執行費用については、責任があると認められる者に対して請求を

行い、資力のある者から回収に努めているところである。平成２０年度

においても、新たに１，４３０千円を徴収した結果、収入未済額は、平成

２１年３月１７日現在で、５８，５４４，９９９円に減少している。

今後とも、引き続き、適切な債権管理と早期回収に努めて参りたい。

（循環型社会推進課）

２ 高度化資金貸付金償還金については、平成１９年度末の収入未済額が

１，０８３，８４６千円であったが、平成２０年度中に１０，０００千円を回収した。

引き続き貸付先の経営状況の把握を行い、分割納入指導により回収に

努めるとともに、関係機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構

（以下「中小機構」という。）と連携協力して適正な債権管理に努め

たい。

施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合は既に解散

しており、貸付主体の中小機構が平成１５年度に担保物件の処分を行い

一部回収（３３２，１６５円）したが、その後回収できず９，３２２，７７９円は残

ったままとなっている。今後とも貸付主体の中小機構と協調しながら

債権管理に努めたい。

繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、平成１９年度末の収

入未済額が３組合２３０，７１３，９０４円であったが、平成２０年度中に９，２２０

，９０５円を回収した。今後とも貸付主体の中小機構と協調しながら債権

管理に努めたい。

設備近代化資金貸付金償還金については、平成１９年度末の収入未済

額が７企業３２，６５８，９９８円であったが、分割納入等による徴収等に努め

た結果、平成２０年度中に３００，０００円を回収した。今後とも各地方局と

連携を図りながら債権管理に努めたい。

（経営支援課）

３ 繊維工業構造改善資金貸付金の違約金（平成１７年度調定分２，０３４，０

０８円）については、違約金支払請求権の一部放棄について平成２１年２

月定例県議会で議決され、１，５４５，８４８円について不納欠損の手続を行

った。残る未収債権４８８，１６０円については、平成２１年度の早期に納入

される予定である。

設備近代化資金貸付金償還金の違約金（平成１３年度調定分１８，２３０円）

については、回収には至っていないため、引き続き債権管理に努めた

い。

（経営支援課）

�������
�公表第１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年４月２１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 児 童 相 談 所 平成２０年６月６日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ７４３，４１０ ６，０１７，２８０ ６，７６０，６９０
平成２０年２月
２９日現在（対
前年同月比）

１８年度 １，３９５，８１０ ６，５０４，４７０ ７，９００，２８０

差引増減 △６５２，４００ △４８７，１９０ △１，１３９，５９０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、電話催

告を実施するとともに、徴収会議を四半期毎に年４回開催し、未納者の

状況把握と徴収可能な債務者の選別を実施、重点的な納入催告に努めた。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につい

ては、保護者との連絡を密にし、効果的な督促を行い、収入の確保に努

めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２０年２月２９
日現在

平成２０年度への
繰越額（平成１９
年度末現在）

平成２１年１月３１
日現在

平成１９年度分 ７４３，４１０ ８８９，０５０ ８４３，６００

滞納繰越分 ６，０１７，２８０ ５，９１６，５２０ ４，６０３，３８０

計 � ６，７６０，６９０ ６，８０５，５７０ ５，４４６，９８０

平成２０年度分� － － ８６８，０２０

合計（�＋�） ６，７６０，６９０ ６，８０５，５７０ ６，３１５，０００

�������
�公表第１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年４月２１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今治地区工業用水道管理事務所 平成２０年６月５日

今 治 病 院 〃

三 島 病 院 平成２０年６月１０日

（監査の結果）

１ 次亜塩素酸ソーダの購入について、納入者と契約書等を取り交わし

ていないなど、愛媛県公営企業会計規程に定める所定の手続に不備が

あった。

（今治地区工業用水道管理事務所）
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選挙管理委員会告示

２ 職員（１名）の通勤手当について、一般に利用しうる最短の経路を

検討することなく通勤経路を認定したことから、計２７，６００円（平成１９

年４月から２０年３月までの１２か月分）が過支給となっていた。

（今治病院）

３ 職員（５名）の超過勤務手当及び休日給について、時間数の集計誤

り等により、計５２，７０３円（平成１９年９月分）の過誤（１３，１７６円の過支

給、３９，５２７円の支給不足）があった。

（三島病院）

（措置の内容）

１ 次亜塩素酸ソーダ購入手続の不備については、愛媛県公営企業会計

規程に定める契約手続を行わないまま、同薬品の貯留槽を共用してい

る今治市（上水道）の契約単価で購入していたものであり、平成２０年

度購入分から納入者と単価契約を締結した。

（今治地区工業用水道管理事務所）

２ 通勤手当の過支給については、通勤区間の最短経路の把握が十分で

なかったことから生じたものであり、現在、認定に当たっては、届出

のあった通勤経路以外の経路について更に徹底した調査を実施すると

ともに複数の職員による確認を行うこととしており、事務の適正な実

施に努めている。

なお、過支給額については返納処理済である。

（今治病院）

３ 超過勤務手当及び休日給の過誤については、時間数の集計を誤ると

ともに、その後の確認が不十分であったことから生じたものであり、

現在、複数の職員による確認を更に徹底することにより事務の適正な

実施に努めている。

なお、過支給額及び支給不足額については、すべて返納又は追給処

理済である。

（三島病院）

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

門田裕一後援会 門 田 裕 一 門 田 美 紀 伊予市八倉８０７－５ 平成２１年１月８日

宮下一郎後援会 加 幡 仁 一 宮 下 八 重 南宇和郡愛南町平碆６５５ 平成２１年１月１６日

山地みちかず後援会 赤 星 光 毅 山 地 高 子 西条市古川甲１４７ 平成２１年１月２０日

新社会党愛媛県本部 真 鍋 知 巳 中 島 清 延 松山市美沢一丁目８－５７ 平成２１年１月３０日

宮崎きくお後援会 宮 崎 仁 美 宮 崎 喜久郎 北宇和郡鬼北町大字近永７５６－１ 平成２１年１月３０日

井部健太郎後援会 山 岡 祐 司 熊 代 祐 己 上浮穴郡久万高原町菅生２－１３２６－１ 平成２１年２月３日

中野光博後援会 和 田 敏 生 中野グレースアン 南宇和郡愛南町福浦１２７－１ 平成２１年２月３日

草木原由幸後援会 森 本 喬 草木原 康 彦 南宇和郡愛南町緑丙１９１ 平成２１年２月４日

坂本ゆうき後援会 二 宮 吉 弘 坂 本 勇 紀 北宇和郡鬼北町大字近永１０９８－１ 平成２１年２月６日

塩出崇後援会 塩 出 崇 西 原 俊 基 西条市大町１１５９ 平成２１年２月１２日

山本とおる後援会 宮 内 康 都 山 本 功 喜多郡内子町城廻２４８５－２ 平成２１年２月１３日

結いの会 脇 坂 隆 之 木 下 正 恒 松山市内宮町甲１６－５ 平成２１年２月１７日

渡辺しんじ後援会 渡 辺 眞 次 菊 地 花 子 北宇和郡鬼北町大字興野 １々７９２ 平成２１年３月２日

芝照雄後援会 若 下 洋 一 横 山 富 貴 北宇和郡鬼北町大字小倉１３０７－１ 平成２１年３月３日

ほっとけない市民の会 渡 邉 隆 志 渡 邉 隆 志 松山市朝生田町五丁目３－３４ 平成２１年３月９日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

八幡浜をほっとけない市民の会 横 尾 輝 彦 横 尾 輝 彦 八幡浜市昭和通り１２０８－３ 平成２１年３月９日

西野繁後援会 神 西 伊佐男 西 尾 道 尊 上浮穴郡久万高原町二名甲２４１－１ 平成２１年３月１１日

山本よしお後援会 楠 本 正 則 兵 頭 孝 健 八幡浜市字新地３７９－５ 平成２１年３月１９日

泉浩寿後援会 一 柳 清 志 亀 岡 明 喜多郡内子町小田２２４ 平成２１年３月２３日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

越智絹恵後援会 主たる事務所の所在地 西条市樋之口３０７－２ 今治市中日吉町二丁目７－５２ 平成２１年１月５日

井出健司後援会 代 表 者 井 出 邦 子 仙 波 芳 朗 平成２１年１月６日

木村文広後援会

名 称 木村文広後援会 きむら文広後援会

平成２１年１月６日

代 表 者 鳥 生 重 美 結 田 静 夫

沖野健三後援会 会 計 責 任 者 細 川 運 弘 酒 井 方 之 平成２１年１月８日

自由民主党愛媛県旅客船
支部 会 計 責 任 者 桝 田 勉 和 田 一 麦 平成２１年１月１３日 政党の支部

全日本不動産政治連盟愛
媛県本部 主たる事務所の所在地 松山市小坂二丁目６－３４ 松山市枝松四丁目４－３ 平成２１年１月１５日

自由民主党愛媛県中小建
築業支部 会 計 責 任 者 芳 野 真寿夫 篠 原 哲 夫 平成２１年１月１９日 政党の支部

愛媛県商工連盟連合会四
国中央支部 会 計 責 任 者 篠 原 正 博 鈴 木 守 平成２１年１月２２日

早田ひさし後援会 主たる事務所の所在地 伊予市下吾川２３２－１２１ 伊予市下吾川９２７－３ 平成２１年１月２６日

大平弘子後援会 主たる事務所の所在地 伊予郡砥部町高市１３１８ 伊予郡砥部町千足１１７ 平成２１年２月２日

阪本寿明後援会 主たる事務所の所在地 北宇和郡松野町大字奥野川９６５ 北宇和郡松野町大字松丸２５８ 平成２１年２月４日

藤岡みどりを推薦する会 会 計 責 任 者 川 本 礼 子 大 西 愛 子 平成２１年２月４日

社会民主党愛媛県連合 会 計 責 任 者 岩 城 泰 基 川 野 征 雄 平成２１年２月５日 政党の支部

自由民主党新宮支部

主たる事務所の所在地 四国中央市新宮町新宮４２６ 四国中央市新宮町馬立４４１７

平成２１年２月５日 政党の支部

会 計 責 任 者 吉 川 貞 夫 石 川 斐 一

自由民主党宇和島支部 代 表 者 土 居 秀 徳 玉 田 和 正 平成２１年２月６日 政党の支部

上脇かずよを支援する会 代 表 者 菊 池 正 樹 西 田 清 勝 平成２１年２月１３日

坪井つよし後援会

代 表 者 矢 野 咲 雄 浅 木 敬 二

平成２１年２月１６日

会 計 責 任 者 坪 井 和 子 坪 井 睦 男
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大城一郎後援会

主たる事務所の所在地 八幡浜市１２０８－３ 八幡浜市若山１－４４－１

平成２１年２月１７日代 表 者 谷 口 鶴 雄 浮 田 敏 郎

会 計 責 任 者 谷 口 鶴 雄 浮 田 敏 郎

自由民主党宇和島支部 会 計 責 任 者 大 塚 萬 義 山 下 良 征 平成２１年２月２４日 政党の支部

高橋英吾後援会 主たる事務所の所在地 八幡浜市字沖新田１５１０－１００ 八幡浜市１５５７－１ 平成２１年２月２４日

ますだ尚鶴後援会 代 表 者 澤 山 洋 一 杉 田 智 生 平成２１年２月２５日

愛媛県獣医師政治連盟 主たる事務所の所在地 松山市三番町四丁目４－７ 松山市三番町五丁目８－１５ 平成２１年２月２７日

自由民主党城川支部 会 計 責 任 者 白 井 修 一 山 内 紀 明 平成２１年３月３日 政党の支部

自由民主党松野支部 会 計 責 任 者 加 藤 勝 恵 板 尾 喜 雄 平成２１年３月３日 政党の支部

自由民主党砥部支部 会 計 責 任 者 井 上 洋 一 土 居 英 昭 平成２１年３月５日 政党の支部

岡村しげはる後援会 会 計 責 任 者 金 子 邦 生 岡 村 圭 子 平成２１年３月９日

八束正後援会

代 表 者 谷 口 圭 祐 仙 波 康 宏

平成２１年３月９日

会 計 責 任 者 山 内 菊 由 門 屋 美 信

自由民主党長浜支部 主たる事務所の所在地 大洲市長浜町拓海３－２５ 大洲市長浜町拓海３－２１ 平成２１年３月１０日 政党の支部

宇都宮とみおを励ます会

代 表 者 播 間 敬 幸 田 中 重 幸

平成２１年３月１０日

会 計 責 任 者 宇都宮 敏美子 播 間 敬 幸

自由民主党愛媛県自動車
整備支部 代 表 者 小 泉 一 郎 佐 伯 光 平成２１年３月１２日 政党の支部

上杉まさひろ後援会 主たる事務所の所在地 松山市北吉田町１０５９ 松山市南吉田町２９０１ 平成２１年３月１２日

愛媛県自動車整備政治連
盟 代 表 者 小 泉 一 郎 佐 伯 光 平成２１年３月１２日

愛媛県社会保険労務士政
治連盟 主たる事務所の所在地 松山市萱町四丁目６－３ 松山市大手町一丁目１０－１ 平成２１年３月１２日

えひめ民社協会松山総支
部 主たる事務所の所在地 松山市北吉田町１０５９ 松山市南吉田町２９０１ 平成２１年３月１２日

篠�英代を推薦する会 名 称 篠�英代を推薦する会 篠崎英代を推薦する会 平成２１年３月１２日

自由民主党愛媛県衆議院
選挙区支部 主たる事務所の所在地 新居浜市船木字大久保１２５７－８ 新居浜市西の土居町２－１３－３３ 平成２１年３月１３日 政党の支部

有友正本後援会 主たる事務所の所在地 大洲市菅田町菅田乙４９６ 大洲市東大洲２８８－１ 平成２１年３月１３日

公平・公正な大洲市政を
実現する会 主たる事務所の所在地 大洲市菅田町菅田乙４９６ 大洲市東大洲２８８－１ 平成２１年３月１３日

山本公一を育てる会 代 表 者 石 � 九 中 村 寿 夫 平成２１年３月１３日

松岡一誠後援会 会 計 責 任 者 松 岡 佑 輔 松 岡 省 二 平成２１年３月１８日

達川雄一郎後援会 会 計 責 任 者 達 川 美奈子 達 川 眞 弓 平成２１年３月２３日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

西 岡 章 一 後 援 会 松 永 弘 幸 平成２０年１１月５日

木 下 き よ し 後 援 会 上 甲 操 平成２０年１２月１日

西 崎 と お る 後 援 会 田 中 徹 平成２０年１２月１日

東 一 夫 後 援 会 菅 野 寿 明 平成２０年１２月２５日

愛 翔 青 年 会 柳 村 賢 一 平成２０年１２月２７日

義 人 会 土 居 利 幸 平成２０年１２月２７日

中 一 会 兵 頭 英 章 平成２０年１２月２７日

友 政 会 土 居 利 幸 平成２０年１２月２７日

守 屋 操 後 援 会 守 屋 操 平成２０年１２月３０日

池 内 ゆ き こ 後 援 会 谷 口 豪 臣 平成２０年１２月３１日

「石川みのる」さんを勝手におす会 田 中 英 教 平成２０年１２月３１日

森 永 和 夫 後 援 会 「 清 和 会 」 森 永 和 夫 平成２０年１２月３１日

山 本 光 明 後 援 会 今 井 要 平成２０年１２月３１日

浜 本 元 通 後 援 会 西 口 昌 克 平成２１年２月９日

岡 武 男 後 援 会 金 谷 透 平成２１年３月１日

金 澤 卓 後 援 会 安 村 房 郎 平成２１年３月１日

山 本 公 一 を 育 て る 会 石 � 九 平成２１年３月１日

岡 田 周 三 後 援 会 岡 田 周 三 平成２１年３月２日

森 川 輝 久 後 援 会 武 田 重 高 平成２１年３月７日

河 内 紘 一 後 援 会 柴 田 勇 平成２１年３月１４日

山 口 修 児 後 援 会 太 田 雅 夫 平成２１年３月２０日

渡 辺 勝 司 後 援 会 丹 下 明 平成２１年３月２０日

自由民主党愛媛県支部連
合会 会 計 責 任 者 河 野 忠 康 明 比 昭 治 平成２１年３月２４日 政党の支部

自由民主党２１世紀愛媛を
つくる会

主たる事務所の所在地 松山市大浦３３０ 宇和島市三間町小沢川１３

平成２１年３月２４日 政党の支部

代 表 者 中 原 三 郎 小 西 旭

浅野忠昭後援会 代 表 者 鶴 岡 康 年 山 下 昌 和 平成２１年３月２５日

伊藤孝司後援会 代 表 者 寺 田 了 三 守 谷 有 人 平成２１年３月２６日

よこやま博幸後援会市民
と政治をつなぐ会 主たる事務所の所在地 松山市千舟町五丁目２－３ 松山市東石井六丁目１１－１０ 平成２１年３月２７日

自由民主党愛媛県今治市
第五支部 主たる事務所の所在地 今治市別宮町六丁目４－１９ 今治市別宮町六丁目４－２２ 平成２１年３月３０日 政党の支部

泉栄会久保栄後援会

代 表 者 久 保 栄 亀 田 忠 輝

平成２１年３月３０日

会 計 責 任 者 久 保 栄 亀 岡 広

自由民主党愛媛県松山市
第十二支部 会 計 責 任 者 松 下 長 善 鵜 篭 雅 之 平成２１年３月３１日 政党の支部

早瀬たけおみ後援会 会 計 責 任 者 早 瀬 明 稲 垣 貢 平成２１年３月３１日

松下ながお後援会 会 計 責 任 者 松 下 将 善 鵜 篭 雅 之 平成２１年３月３１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第１５号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成２１年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

平成２１年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

門 田 裕 一 伊予市議会議員 門田裕一後援会 伊予市八倉８０７－５ 門 田 裕 一 平成２１年１月８日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

森 永 和 夫 内子町長 森永和夫後援会「清和会」 喜多郡内子町五十崎甲１５８４ 森 永 和 夫 平成２１年１月１６日

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

越智絹恵後援会

公 職 の 種 類 西条市議会議員 今治市議会議員

平成２１年１月５日

主たる事務所の所在地 西条市樋之口３０７－２ 今治市中日吉町二丁目７－５２

高橋英吾後援会 主たる事務所の所在地 八幡浜市字沖新田１５１０－１００ 八幡浜市１５５７－１ 平成２１年２月２４日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

川崎としお後援会 坂 上 勝 昌 川 崎 美 喜 子 新居浜市南小松原町９－４２２

近藤みちお後援会 近 藤 道 雄 近 藤 道 雄 新居浜市泉池町２－３

桜井友の会 近 本 禎 治 塩 路 達 也 今治市郷桜井四丁目２－７

成見憲治を励ます会 小 早 川 朋 江 成 見 登 志 美 松山市別府町１０８－６

ユーカリを育てる会 成 見 憲 治 成 見 登 志 美 松山市別府町１０８－６
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公営企業告示

公営企業公告

○公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年４月２１日

愛媛県公営企業管理者 三好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

ガンマナイフＡＰＳ（自動照射位置設定システム）１式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２１年８月１日から平成２６年１０月３１日まで

� 借入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２１年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件賃貸

借の仕様の策定に直接関与していない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２７９４

� 入札書の受領期限

平成２１年６月２日（火）午後３時

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から平成２１年５月１５日（金）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

平成２１年６月２日（火）午後３時

愛媛県公営企業管理局大会議室

� 入札書の提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に

関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に

準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出すること。

電送による提出は認めない。

� 郵便等による入札の取扱い

郵便等による入札の場合は、入札書は、平成２１年６月１日

（月）午後５時１５分までに�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

�愛媛県公営企業告示第３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年４月２１日

愛媛県立中央病院長 梶 原 眞 人

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

感染性廃棄物処理業務（処分）
約４，２００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２１年３月１３日
松山容器株式会社
松山市南吉田町２１４５番
地１

８．４６３円 一般競争入札 平成２１年１月３０日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５１種２号）
約６２５，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２１年３月２７日
三原産業株式会社
宇和島市寿町２丁目９
番１２号

４０．７４円 一般競争入札 平成２１年１月３０日

愛媛県立中央病院清掃業務一式
愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２１年３月２７日
株式会社西村商事
松山市三番町１丁目１１
番地３

９１，９８０，０００円 一般競争入札 平成２１年２月６日
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� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、平成２１年５月１５

日（金）までの執務時間中に３�に掲げる場所へ提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased ： Leksell

Gamma Unit Automatic Positioning System，１ set

� Time limit of tender：３：００ p．m．，２ Jun ２００９

（tenders submitted by mail ：５：１５ p．m．，１ Jun ２００９）

� For further information，please contact： Property Management

Section，General Affairs Division，Public Enterprise Administration

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime ７９０－８５７０ Japan

TEL ０８９－９１２－２７９４

平成２１年４月２１日 発行
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